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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
身体に装着される表示装置と、
少なくとも表示用データに対応する信号を出力するコンピュータと、
その表示装置とコンピュータとの間に介在する信号伝送装置とを備え、
その信号伝送装置は、そのコンピュータのバスラインに接続されるコンピュータ側出力用
伝送回路と、その表示装置に映像出力インターフェースを介して接続される身体側出力用
伝送回路とを有し、
そのコンピュータ側出力用伝送回路は、前記バスラインを介して出力される前記信号に対
応するデータを前記コンピュータの中央処理装置により書き込まれるバッファメモリと、
そのバッファメモリに記憶されたデータを読み出して通信信号に変換する手段と、その通
信信号を送信する手段とを有し、
その身体側出力用伝送回路は、そのコンピュータ側出力用伝送回路から送信された通信信
号を受信する手段と、その受信された通信信号を前記バスラインを介して出力された信号
に復元する手段とを有し、
前記映像出力インターフェースは、その復元された信号の前記表示用データに基づき、そ
の表示装置を動作させる信号を生成する身体装着型表示システム。
【請求項２】
入力装置を備え、
前記信号伝送装置は、前記コンピュータのバスラインに接続されるコンピュータ側入力用
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伝送回路と、その入力装置に入力インターフェースを介して接続される身体側入力用伝送
回路とを有し、
その入力インターフェースにより、その入力装置により生成される入力信号が前記コンピ
ュータのバスラインにより伝送可能な信号に変換され、
その身体側入力用伝送回路は、その入力インターフェースから伝送される信号を通信信号
に変換する手段と、その通信信号を送信する手段とを有し、
そのコンピュータ側入力用伝送回路は、その身体側入力用伝送回路から送信された通信信
号を受信する手段と、その受信された通信信号を前記入力インターフェースから伝送され
る信号に復元する手段と、その復元された入力インターフェースから伝送される信号に対
応する入力データを書き込まれるバッファメモリとを有し、
そのバッファメモリに記憶された入力データが前記バスラインを介して前記コンピュータ
の中央処理装置により読み出し可能とされている請求項１に記載の身体装着型表示システ
ム。
【請求項３】
前記表示装置とは別の身体に装着される出力装置が、前記身体側出力用伝送回路に出力イ
ンターフェースを介して接続され、
前記コンピュータは、前記バスラインを介して出力する信号として、その出力装置による
出力内容に対応する信号を出力可能とされ、
その出力インターフェースは、その身体側出力用伝送回路により復元された信号の中の前
記出力内容に対応する信号に基づき、その出力装置を動作させる信号を生成する請求項１
または２に記載の身体装着型表示システム。
【請求項４】
前記通信信号は無線により送信側から受信側に伝送される請求項１～３の中の何れかに記
載の身体装着型表示システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は身体装着型表示システムに関し、一般的なデスク上では行えない作業、例えば大
型の装置や設備などの点検、保守、修理、調整、手術などの医療行為、受付案内や商品説
明などの接客行為、建機、クレーン、工場設備などの運転操作などの各種作業を行う場合
において、その作業に関わる情報を提供するのに利用できる。
【０００２】
【従来の技術】
例えば大型装置や設備では、点検、保守、修理、調整などの作業の際に、作業者の身体に
装着されるコンピュータと、頭部等に装着される身体装着型表示装置とを用いることで、
電子ファイル化されたメンテナンスマニュアルの情報を作業者に提示することが検討され
ている。この場合、映像信号専用の信号出力ポートをコンピュータに設け、その信号出力
ポートに接続されるケーブルを介して映像信号を身体装着型表示装置に出力していた。
【０００３】
しかし、そのような作業を行う空間的な範囲は一般的に限定される場合が多いため、表示
装置を身体に装着して作業時にハンズフリーで情報を得ることは必要であるが、コンピュ
ータやコンピュータを動作させるバッテリなどは必ずしも身体に装着する必要はない。む
しろ、装着者とのインターフェース以外のユニットを身につけないことによって作業時の
動作性を優先させることが重要になる。
【０００４】
そのため、例えば医療現場ではＸ線ＣＴやＭＲＩ等の診断機器の画像を確認しながら手術
を行うために、その診断機器に設けた映像信号出力ポートから引き出した映像信号に基づ
き、執刀医が装着する頭部装着型表示装置に画像を表示させることが試みられている。ま
た、クレーン等の建設機器に設けたカメラの撮影画像を確認しながら建設機器を操作する
ために、その建設機器の運転席に設けた映像信号出力ポートから引き出した映像信号に基
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づき、操作者が装着する頭部装着型表示装置に画像を表示させることが試みられている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
従来は、身体から離れた画像ソースから出力される映像信号により身体装着型表示装置に
画像を表示させるために、映像信号専用の信号出力ポートを画像ソースに設けていた。そ
のため、そのような映像信号専用の信号出力ポートのない既に装置の付属として機能して
いる従来から存在しているコンピュータや機動性を考慮して採用したブック型などのコン
ピュータにより身体装着型表示システムを構成するには、その信号出力ポートを追加する
ための改造が必要であり、そのような改造が困難な場合もあった。そのため、身体装着型
表示システムの広範な分野における活用が制限されるという問題があった。
【０００６】
また、身体装着型表示装置を装着して作業を行う場合、画像を確認するだけでなく、作業
者によりポインティングデバイスやマイクを用いてコンピュータに入力を行うことで、画
像切り変えやメニュー選択等が通常は必要になる。また、作業者に装着したカメラによる
作業箇所の撮影画像をコンピュータに入力し、離れた場所にいる熟練作業者に送って指導
を仰ぐ場合もある。このような場合、そのポインティングデバイス、マイク、カメラ等の
入力装置との接続用インターフェースをコンピュータに設け、そのインターフェースを介
してコンピュータと入力装置とをケーブルを介して接続する必要がある。一方では、作業
者が装着するスピーカやイヤホン等の出力装置にコンピュータから出力信号を送ることで
、情報を作業者に提供する場合がある。このような場合、そのスピーカ等の出力装置との
接続用インターフェースをコンピュータに設け、そのインターフェースを介してコンピュ
ータと出力装置とをケーブルを介して接続する必要がある。これらのような場合、コンピ
ュータと身体に装着される入出力装置とを接続する配線数が多くなり、多数の配線や太い
配線が邪魔になって作業を行う際の動作に支障を来し、身体装着型表示装置を装着するこ
とでハンズフリーになった効果が薄れてしまう。
【０００７】
本発明は、上記問題を解決することのできる身体装着型表示システムを提供することを目
的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の身体装着型表示システムは、身体に装着される表示装置と、少なくとも表示用デ
ータに対応する信号を出力するコンピュータと、その表示装置とコンピュータとの間に介
在する信号伝送装置とを備え、その信号伝送装置は、そのコンピュータのバスラインに接
続されるコンピュータ側出力用伝送回路と、その表示装置に映像出力インターフェースを
介して接続される身体側出力用伝送回路とを有し、そのコンピュータ側出力用伝送回路は
、前記バスラインを介して出力される前記信号に対応するデータを前記コンピュータの中
央処理装置により書き込まれるバッファメモリと、そのバッファメモリに記憶されたデー
タを読み出して通信信号に変換する手段と、その通信信号を送信する手段とを有し、その
身体側出力用伝送回路は、そのコンピュータ側出力用伝送回路から送信された通信信号を
受信する手段と、その受信された通信信号を前記バスラインを介して出力された信号と同
等のものに復元する手段とを有し、前記映像出力インターフェースは、その復元された信
号の前記表示用データに基づき、その表示装置を動作させる信号を生成する。
本発明の構成によれば、少なくとも表示用データに対応する信号はコンピュータのバスラ
インを介してコンピュータ側出力用伝送回路に出力され、この出力された信号に対応する
データは、そのコンピュータの中央処理装置によりコンピュータ側出力用伝送回路におけ
るバッファメモリに書き込まれる。そのバッファメモリに書き込まれたデータは読み出さ
れて通信信号に変換され、所定の通信速度で身体側出力用伝送回路に送信される。その身
体側出力用伝送回路において受信された通信信号は、そのバスラインを介して出力された
信号に復元される。その身体側出力用伝送回路に接続される表示装置の映像出力インター
フェースは、その復元された信号の中の前記表示用データに対応する信号に基づき、その
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表示装置を動作させる信号を生成する。
これにより、一般的なバスラインを備えたコンピュータを用い、そのコンピュータに映像
信号専用の信号出力ポートを設けることなく、そのコンピュータから出力される表示用デ
ータに対応する画像を、身体に装着される表示装置により表示することができる。
また、表示装置用インターフェースを備えていた従前のコンピュータを、本発明のコンピ
ュータとして使用する場合、従前の表示装置用インターフェースのアドレスをコンピュー
タ側出力用伝送回路のバッファメモリに付与することで、コンピュータの中央処理装置か
ら見た場合のインターフェースのアドレスに変化はないので、従前のコンピュータの制御
に用いていたプログラムで、本発明の表示装置の動作が可能になる。
【０００９】
本発明の身体装着型表示システムにおいて、入力装置を備え、前記信号伝送装置は、前記
コンピュータのバスラインに接続されるコンピュータ側入力用伝送回路と、その入力装置
に入力インターフェースを介して接続される身体側入力用伝送回路とを有し、その入力イ
ンターフェースにより、その入力装置により生成される入力信号が前記コンピュータのバ
スラインにより伝送可能な信号に変換され、その身体側入力用伝送回路は、その入力イン
ターフェースから伝送される信号を通信信号に変換する手段と、その通信信号を送信する
手段とを有し、そのコンピュータ側入力用伝送回路は、その身体側入力用伝送回路から送
信された通信信号を受信する手段と、その受信された通信信号を前記入力インターフェー
スから伝送される信号に復元する手段と、その復元された入力インターフェースから伝送
される信号に対応する入力データを書き込まれるバッファメモリとを有し、そのバッファ
メモリに記憶された入力データが前記バスラインを介して前記コンピュータの中央処理装
置により読み出し可能とされているのが好ましい。
その入力装置により生成される入力信号は、入力インターフェースにより前記コンピュー
タのバスラインにより伝送可能な信号に変換され、身体側入力用伝送回路により通信信号
に変換されてコンピュータ側入力用伝送回路に送信される。そのコンピュータ側入力用伝
送回路により受信された通信信号は入力インターフェースから伝送される信号に復元され
、その復元された信号に対応する入力データはバッファメモリに書き込まれる。そのバッ
ファメモリに記憶された入力データはバスラインを介してコンピュータにより読み出され
る。
これにより、身体装着型表示装置を装着して作業を行う場合、画像を確認するだけでなく
、装着者により入力装置を用いてコンピュータに入力を行うことが可能になる。しかも、
入力装置をコンピュータに直接に接続する必要がなく、コンピュータのバスラインにコン
ピュータ側出力用伝送回路とコンピュータ側入力用伝送回路とを接続し、表示装置の映像
出力インターフェースを身体側出力用伝送回路に接続し、入力装置の入力インターフェー
スを身体側入力用伝送回路に接続するだけでよい。
よって、通信信号を有線で送信する場合に必要な配線は、コンピュータ側出力用伝送回路
と身体側出力用伝送回路との間の配線と、コンピュータ側入力用伝送回路と身体側入力伝
送装置との間の配線に集約され、太い配線や多くの配線が不要になる。また、通信信号を
無線で送信する場合は配線をなくすことができ、装着者の動作に支障を与えない。
また、表示装置用インターフェースと入力装置用インターフェースを備えていた従前のコ
ンピュータを、本発明のコンピュータとして使用する場合、従前の表示装置用インターフ
ェースのアドレスをコンピュータ側出力用伝送回路のバッファメモリに付与し、従前の入
力装置用インターフェースのアドレスをコンピュータ側入力用伝送回路のバッファメモリ
に付与することで、コンピュータの中央処理装置から見た場合の各インターフェースのア
ドレスに変化はないので、従前のコンピュータの制御に用いていたプログラムで、本発明
の表示装置と入力装置の動作が可能になる。
【００１０】
前記表示装置とは別の身体に装着される出力装置が、前記身体側出力用伝送回路に出力イ
ンターフェースを介して接続され、前記コンピュータは、前記バスラインを介して出力す
る信号として、その出力装置による出力内容に対応する信号を出力可能とされ、その出力
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インターフェースは、その身体側出力用伝送回路により復元された信号の中の前記出力内
容に対応する信号に基づき、その出力装置を動作させる信号を生成するのが好ましい。
これにより、出力装置による出力内容に対応する信号はコンピュータのバスラインを介し
てコンピュータ側出力用伝送回路に出力され、この出力された信号に対応するデータは、
そのコンピュータによりコンピュータ側出力用伝送回路におけるバッファメモリに書き込
まれる。そのバッファメモリに書き込まれたデータは読み出されて通信信号に変換され、
所定の通信速度で身体側出力用伝送回路に送信される。その身体側出力用伝送回路におい
て受信された通信信号は、そのバスラインを介して出力された信号（バスラインを介して
書き込まれた内容を直接読み出した信号と同じ信号を含む）に変換される。その身体側出
力用伝送回路に接続される出力装置の出力インターフェースは、その復元された信号の中
の前記出力内容に対応する信号に基づき、その出力装置を動作させる信号を生成する。
これにより、身体装着型表示装置を装着して作業を行う場合、画像を確認するだけでなく
、装着者に出力装置を用いて情報を出力することが可能になる。しかも、出力装置をコン
ピュータに直接に接続する必要がなく、出力装置の出力インターフェースを身体側出力用
伝送回路に接続するだけでよい。
また、表示装置用インターフェースと入出力装置用インターフェースを備えていた従前の
コンピュータを、本発明のコンピュータとして使用する場合、従前の表示装置用インター
フェースと出力装置用インターフェースのアドレスをコンピュータ側出力用伝送回路のバ
ッファメモリに付与し、従前の入力装置用インターフェースをコンピュータ側入力用伝送
回路のバッファメモリに付与することで、コンピュータの中央処理装置から見た場合の各
インターフェースのアドレスに変化はないので、従前のコンピュータの制御に用いていた
プログラムで、本発明の表示装置と入出力装置の動作が可能になる。
【００１１】
前記通信信号は無線により送信側から受信側に伝送されるのが好ましい。
その通信信号を無線により送信側から受信側に伝送することで、表示装置、入出力装置と
コンピュータとの間の配線をなくし、表示装置の装着者の動きが配線により邪魔されるの
を防止することが可能になる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
図１に示す身体装着型表示システム１は、作業者２の頭部に装着される頭部装着型表示装
置（ＨＭＤ）３と、作業者２の身体から離れて存在するコンピュータ４と、その頭部装着
型表示装置３とコンピュータ４との間に介在する信号伝送装置５と、その頭部装着型表示
装置３に取り付けられることで作業者２に装着されるマイク（入力装置）６、スピーカ又
はイヤホン（出力装置）７およびカメラ（入力装置）８と、その作業者２により操作され
るマウス（入力装置）９とを備える。そのマウス９は作業者２が手に把持してもよいし、
腕等の身体にバンド等で取り付けられてもよい。
【００１３】
図２に示すように、そのコンピュータ４は、キャッシュメモリ１１とチップセット１２に
バスライン１３を介して接続される中央処理装置（ＣＰＵ）１４を有し、そのチップセッ
ト１２はバスライン１５を介してメインメモリ１６に接続され、そのチップセット１２に
ハードディスクインターフェース１７を介してハードディスク１８が接続されている。こ
のコンピュータ４、その中央処理装置１４がメインメモリ１６及びハードディスク１８に
記憶された実行命令やデータに従った処理を行うことで、頭部装着型表示装置３による表
示用データに対応する信号とスピーカ７による音声出力の内容に対応する信号を出力する
。
【００１４】
その信号伝送装置５は、コンピュータ側出力用伝送回路２１、コンピュータ側入力用伝送
回路２２、身体側出力用伝送回路２３、および身体側入力用伝送回路２４を有する。
【００１５】
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図１に示すように、そのコンピュータ側出力用伝送回路２１とコンピュータ側入力用伝送
回路２２は、共通の基板上にホスト回路ユニットＨとして設けられ、コンピュータ４のバ
スライン１９にバスラインコネクタ１９″を介して接続されている。そのバスライン１９
はデータ用、アドレス用、制御用に複数本あり、本実施形態では、そのバスライン１９は
ＩＳＡバスとされている。そのＩＳＡバスのような汎用バス規格に合致するバスラインに
、コンピュータ側出力用伝送回路２１とコンピュータ側入力用伝送回路２２とをコネクタ
を介して着脱可能とすることで、現存の殆どのシステムに本システム１を容易に組み込む
ことができる。
【００１６】
その身体側出力用伝送回路２３と身体側入力用伝送回路２４は、スレーブ回路ユニットＳ
として作業者２の頭部に頭部装着型表示装置３を介して装着される。
その身体側出力用伝送回路２３は頭部装着型表示装置３に映像出力インターフェース３６
を介して接続され、スピーカ７に音声出力インターフェース３７を介して接続される。そ
の身体側入力用伝送回路２４はマイク６に音声入力インターフェース３８を介して接続さ
れ、カメラ８に映像入力インターフェース３９を介して接続され、マウス９にマウス入力
インターフェース４０を介して接続される。各インターフェース３６、３７、３８、３９
、４０はスレーブ回路ユニットＳのケーシング内に配置されることで作業者２の頭部に頭
部装着型表示装置３を介して装着される。各インターフェース３６、３７、３８、３９、
４０はスレーブ回路ユニットＳに、コンピュータ４のバスライン１９と同じＩＳＡバス規
格と同じ動作機能を持つバスライン１９′を介して接続されている。
【００１７】
そのコンピュータ側出力用伝送回路２１は、バッファメモリ３１と、シリアライザ３２と
、送信回路３３とを有する。
そのバッファメモリ３１に、そのコンピュータ４のバスライン１９を介して出力される上
記頭部装着型表示装置３による表示用データに対応する信号とスピーカ７による音声出力
の内容に対応する信号に対応するデータが、上記中央処理装置１４によりチップセット１
２を介して書き込まれる。
そのシリアライザ３２は、そのバッファメモリ３１に記憶されたデータを読み出して通信
信号に変換する。本実施形態では、そのシリアライザ３２によりバッファメモリ３１から
読み出されたデータは高速のシリアル信号に変換され、必要な伝送速度が確保される。
その送信回路３３は、そのシリアライザ３２から出力される複数チャンネルのシリアル通
信信号をモジュレータ３３ａによって変調し、この際、各チャンネルのシリアル通信信号
の周波数を一定周波数間隔で互いに異なる値とすることで、各チャンネルのシリアル通信
信号それぞえに１チャンネルの周波数を割り当て、これら複数チャンネルの変調波をアン
プ３３ｂにてミキシング、増幅を行い、ホストアンテナ５０を介して電磁波に変換して無
線により送信する。
【００１８】
その身体側出力用伝送回路２３は、受信回路３４と、デシリアライザ３５とを有する。
その受信回路３４は、そのコンピュータ側出力用伝送回路２１から送信された通信信号を
受信する。すなわち受信回路３４は、スレーブアンテナ５１にて受信した電磁波を、アン
プ３４ａにて増幅した後、元のシリアル通信信号の各チャンネル毎にデモジュレータ３４
ｂにて復調し、デシリアライザ３５に送る。
そのデシリアライザ３５は、その受信された通信信号を上記コンピュータ４のバスライン
１９を介して出力された元のバス幅のパラレルデータ信号に復元する。その復元された信
号は、上記各インターフェース３６、３７、３８、３９、４０にアクセスされる。
【００１９】
図１に示すように、その頭部装着型表示装置３は、作業者２の目に導かれる画像表示光を
出射する表示素子３ａと、この表示素子３ａを作業者２の頭部に装着するためのヘッドセ
ット等の装着部３ｂとを有する。その表示素子３ａは、例えばバックライト付き液晶表示
素子により構成される。なお、頭部装着型表示装置として、例えば全反射ミラーあるいは
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ハーフミラーやホログラム素子等のコンバイナにより構成される光学素子により、表示素
子から出射される画像表示光を作業者の目に導くタイプのものを用いてもよい。また、頭
部装着型表示装置に代えて、頭部以外の身体部分に取り付けられる表示装置を用いてもよ
い。
【００２０】
上記映像出力インターフェース３６は、その身体側出力用伝送回路２３のデシリアライザ
３５により復元された信号の中の上記表示用データに対応する信号に基づき、その頭部装
着型表示装置３の表示素子３ａを動作させる信号を生成する。これにより、その表示用デ
ータに対応する画像が作業者２により視認される。
また、上記音声出力インターフェース３７は、その身体側出力用伝送回路２３のデシリア
ライザ３５により復元された信号の中の上記音声出力内容に対応する信号に基づき、その
スピーカ７を動作させる信号を生成する。これにより、その音声出力内容に対応する音声
が作業者２により聴取される。
【００２１】
上記音声入力インターフェース３８により、マイク６により生成される音声入力信号がコ
ンピュータ４のバスライン１９により伝送可能な信号に変換され、映像入力インターフェ
ース３９により、カメラ８により生成される映像入力信号がコンピュータ４のバスライン
１９により伝送可能な信号に変換され、マウス入力インターフェース４０より、マウス９
により生成される入力信号がコンピュータ４のバスライン１９により伝送可能な信号に変
換される。
【００２２】
上記身体側入力用伝送回路２４は、シリアライザ４１と送信回路４２とを有する。
そのシリアライザ４１は、各入力インターフェース３８、３９、４０から伝送される信号
を通信信号に変換する。本実施形態では、そのシリアライザ４２により各入力インターフ
ェース３８、３９、４０から伝送されたデータは高速のシリアル信号に変換され、必要な
伝送速度が確保される。
その送信回路４２は、そのシリアライザ４１から出力される複数チャンネルのシリアル通
信信号をモジュレータ４２ａによって変調し、この際、各チャンネルのシリアル通信信号
の周波数を一定周波数間隔で互いに異なった値とすることで、各チャンネルのシリアル通
信信号それぞれに１チャンネルの周波数を割り当て、これら複数チャンネルの変調波をア
ンプ４２ｂにてミキシング、増幅を行い、スレーブアンテナ５１を介して電磁波に変換し
て無線により送信する。
【００２３】
その信号伝送装置５による無線通信に際しては要求される通信速度を確保するため８００
ＭＨｚ以上の周波数帯の電磁波を利用するのが好ましい。例えば２．４ＧＨｚ帯域の周波
数を用いる場合、１ＭＨｚ毎にチャンネルを設定することとなり、２．４０２ＧＨｚから
２．４８０ＧＨｚの間の計７９チャンネルを使用することができる。コンピュータ４のバ
スライン１９がＩＳＡバスの場合、この中の任意の１２チャンネルを選択して用いること
となる。また、この場合において伝送距離を１０ｍ程度とすると、一般的に１００ｍＷ程
度の送信電力にて実現できるため、無線伝送により消費される電力は携帯電話機と同等或
いはそれ以下とすることができる。このため、身体に装着される側に必要な電源容量は、
ＣＰＵやこの周辺回路を動作させるに必要な電源容量と比べると格段に小さくなり、小型
のバッテリをヘッドセット等に組み込むことが可能になる。
【００２４】
そのコンピュータ側入力用伝送回路２２は、受信回路４３と、デシリアライザ４４と、バ
ッファメモリ４５とを有する。
その受信回路４３は、その身体側入力用伝送回路２４から送信された通信信号を受信する
。すなわち受信回路４３は、ホストアンテナ５０にて受信した電磁波を、アンプ４３ａに
て増幅した後、元のシリアル通信信号の各チャンネル毎にデモジュレータ４３ｂにて復調
し、デシリアライザ４４に送る。
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そのデシリアライザ４４は、その受信された通信信号を入力インターフェース３８、３９
、４０から伝送される元のバス幅のパラレルデータ信号に復元する。
そのバッファメモリ４５に、その復元された入力インターフェース３８、３９、４０から
伝送される信号に対応する入力データが書き込まれる。
そのバッファメモリ４５に記憶された入力データがコンピュータ４の中央処理装置１４に
より読み出し可能とされている。
【００２５】
図３は本発明の変形例を示す。上記実施形態との相違は、通信信号の伝送手段としてＬＶ
ＤＳ（Low Voltage Differential Signaling）方式を採用した点にある。すなわち、上記
実施形態におけるコンピュータ側出力用伝送回路２１の送信回路３３と、身体側入力用伝
送回路２４の送信回路４２に代えて、ＬＶＤＳトランスミッタ３３′、４２′を用い、上
記実施形態における身体側出力用伝送回路２３の受信回路３４とコンピュータ側入力用伝
送回路２２の受信回路４３に代えて、ＬＶＤＳレシーバ３４′、４３′を用いている。そ
のＬＶＤＳトランスミッタ３３′、４２′によりシリアル通信信号を小電圧振幅のディフ
ァレンシャル信号とし、ケーブルによりＬＶＤＳレシーバ３４′、４３′に送信する。例
えばＩＳＡバスは、基本的には２０ビットのシステムアドレスバス、７ビットのコントロ
ールバスを兼用するアドレスバス、１６ビットのシステムデータバスが、８．３ＭＨｚの
基本クロックにて動作する。これらバスを介して出力される計４３ビットの情報を、１０
 bit to １ bitのシリアライザと１ bit to １０ bitのデシリアライザにてシリアル伝送
する場合、送信、受信にそれぞれ５チャンネル、計１０チャンネルの信号ラインにて伝送
できることとなる。
他は上記実施形態と同様で同一部分は同一符号で示す。
【００２６】
上記構成によれば、表示用データと音声出力内容に対応する信号はコンピュータ４のバス
ライン１９を介してコンピュータ側出力用伝送回路２１に出力され、この出力された信号
に対応するデータは中央処理装置１４によりバッファメモリ３１に書き込まれる。そのバ
ッファメモリ３１に書き込まれたデータは読み出されて通信信号に変換されて送信され、
身体側出力用伝送回路２３において受信されてバスライン１９を介して出力された信号に
復元される。映像出力インターフェース３６は、その復元された信号の中の表示用データ
に対応する信号に基づき頭部装着型表示装置３を動作させる信号を生成し、音声出力イン
ターフェース３７は、その復元された信号の中の音声出力内容に対応する信号に基づきス
ピーカ７を動作させる信号を生成する。これにより、一般的なバスライン１９を備えたコ
ンピュータ４を用い、そのコンピュータ４に映像信号専用の信号出力ポートを設けること
なく、そのコンピュータ４から出力される表示用データに対応する画像を頭部装着型表示
装置３により表示することができる。また、作業者２にスピーカ７を用いて情報を出力す
ることが可能になり、しかも、そのスピーカ７をコンピュータ４に直接に接続する必要が
なく、音声出力インターフェース３７を身体側出力用伝送回路２３に接続するだけでよい
。
【００２７】
また、上記構成によれば、マイク６、カメラ８、マウス９により生成される入力信号は、
入力インターフェース３８、３９、４０によりコンピュータ４のバスライン１９により伝
送可能な信号に変換され、身体側入力用伝送回路２４により通信信号に変換されて送信さ
れ、コンピュータ側入力用伝送回路２２により受信された通信信号は入力インターフェー
ス３８、３９、４０から伝送される信号に復元される。その復元された信号に対応する入
力データはバッファメモリ４５に書き込まれる。そのバッファメモリ４５に記憶された入
力データがコンピュータ４により読み出される。これにより、頭部装着型表示装置３を装
着して作業を行う場合、画像を確認するだけでなく、作業者２により入力装置６、８、９
を用いてコンピュータ４に入力を行うことが可能になる。しかも、入力装置６、８、９を
コンピュータ４に直接に接続する必要がなく、コンピュータ４のバスラインにコンピュー
タ側出力用伝送回路２１とコンピュータ側入力用伝送回路２２とを接続し、映像出力イン



(9) JP 4168221 B2 2008.10.22

10

20

30

40

50

ターフェース３６を身体側出力用伝送回路２３に接続し、入力インターフェース３８、３
９、４０を身体側入力用伝送回路２４に接続するだけでよい。よって、通信信号を有線で
送信する場合に必要な配線は、コンピュータ側出力用伝送回路２１と身体側出力用伝送回
路２３との間の配線と、コンピュータ側入力用伝送回路２２と身体側入力用伝送回路２４
との間の配線に集約され、太い配線や多くの配線が不要になる。また、通信信号を無線で
送信する場合は配線をなくすことができる。
【００２８】
また、その通信信号を無線により送信側から受信側に伝送することで、表示装置、入出力
装置とコンピュータとの間の配線をなくし、表示装置の装着者の動きが配線により邪魔さ
れるのを防止することが可能になる。
【００２９】
なお、表示装置用インターフェースと入出力装置用インターフェースを備えていた従前の
コンピュータを上記コンピュータ４として使用する場合、従前の表示装置用インターフェ
ースと出力装置用インターフェースのアドレスをコンピュータ側出力用伝送回路２１のバ
ッファメモリ３１に付与し、従前の入力装置用インターフェースのアドレスをコンピュー
タ側入力用伝送回路２２のバッファメモリ４５に付与することで、中央処理装置１４から
見た場合の各インターフェースのアドレスに変化はないので、従前のコンピュータの制御
に用いていたプログラムで、頭部装着型表示装置３と入出力装置６、７、８、９の動作が
可能になる。
【００３０】
本発明は上記実施形態に限定されない。例えば、身体側出力用伝送回路にてコンピュータ
からバスラインを介して出力された信号に復元された信号は、そのバスラインを介して出
力された信号のままで出力インターフェースに伝送されるものに限定されず、例えばシリ
アル信号として伝送されるようにしてもよい。また、入力装置や出力装置の種類は特に限
定されず、マウス以外のポインティングデバイスやパッド状キーボード等を用いてもよい
。また、頭部装着型表示装置、マイク、カメラ、ポインティングデバイス、キーパッド、
イヤホン等のインターフェースをＡＳＩＣ化して小型軽量化を図ってもよい。また、ポイ
ンティングデバイスやパッド状キーボードのような頭部装着型表示装置から離れた位置で
使用される入出力装置を用いず、頭部装着型表示装置、マイク、イヤホン、カメラ等の入
出力装置と、これら入出力装置のインターフェース、身体側入出力用伝送回路を、頭部装
着型表示装置を頭部に装着するためのヘッドセット等の構成部位に組み込み、通信信号の
伝送を無線方式とすることで、ケーブルが外に出ない形態にできる。
【００３１】
【発明の効果】
本発明によれば、ハンズフリーで作業を行う者にコンピュータから情報を提供するのに適
した身体装着型表示システムの広範な分野における活用に貢献できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態の身体装着型表示システムの斜視図
【図２】本発明の実施形態の身体装着型表示システムの構成説明図
【図３】本発明の変形例の身体装着型表示システムの構成説明図
【符号の説明】
３　頭部装着型表示装置
４　コンピュータ
５　信号伝送装置
６、８、９　入力装置
７　出力装置
１４　中央処理装置
１９　バスライン
２１　コンピュータ側出力用伝送回路
２２　コンピュータ側入力用伝送回路
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２３　身体側出力用伝送回路
２４　身体側入力用伝送回路
３１、４５　バッファメモリ
３２、４１　シリアライザ
３３、４２　送信回路
３４、４３　受信回路
３５、４４　デシリアライザ
３６　映像出力インターフェース
３７　音声出力インターフェース
３８　音声入力インターフェース
３９　映像入力インターフェース
４０　マウス入力インターフェース

【図１】 【図２】
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